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道路上に張り出している
樹木・竹林伐採のお願い

　町では、ＬＰガス（プロパンガス）の価騰高騰の
影響を受けている生活者を支援するため、熊本県
ＬＰガス協会を通して、ＬＰガスを使用している
人（事業用を除く）に支援金を給付します。

支援金給付には申請が必要です
　紙による申請のほか、専用サイトからスマート
フォンやパソコンでのオンライン申請も可能です。
詳しくは、ＬＰガス販売事業者から配布される申
請案内をご確認ください。
◆申請期間　９月４日㈪～12月８日㈮
◆給付額　一律6,000円
◆必要書類　申請案内をご確認ください。
◆その他

　申請案内が届かない場合は、上記問い合わせ
先へご連絡ください。

問 熊本県ＬＰガス支援金事務センター
　 ☎（300）0734 　道路や歩道への枝の張り出しや倒木により、歩

行者や自動車などの通行の支障となる場合があり
ます。強風や大雨時の安全確保のためにも、樹木
の管理にご協力をお願いします。緊急の場合は、
道路管理者が道路通行の支障となる竹木や枝など
を予告なく伐採・撤去することがあります。
◆支障となる例

◦道路・歩道へ樹木などが張り出している。
◦枯れ木や折れ木（竹）、竹林の繁

はん
茂
も

などにより
通行障害またはその恐れがある。 

◦雑草が道路上に伸び通行障害がある、見通し
が悪い。

問 建設課　維持管理係
　 ☎（232）2115

ＬＰガスを使用している
生活者の皆さんへ
支援金を給付します

問 農政課　農政係　☎（232）4916

◆対象者・条件
①町に住所がある農業者または町内に主たる事

業所を置き農業を営む法人。
②全国農業共済組合連合会と収入保険に係る保

険関係を成立させていること。
◆対象となる収入保険
（個人の場合）

　令和６年１月１日㈪から12月31日㈫を保険
期間とする収入保険

（法人の場合）
　４月１日㈯から令和６年３月１日㈮までの間
に保険期間を開始する収入保険

◆補助額
　農業者が負担する保険料掛け捨て部分の
１／３以内（上限６万円）

◆申請期間
　（個人の場合）
　　12月28日㈭まで
　（法人の場合）
　　令和６年２月29日㈭まで
◆申請方法

　補助金の交付手続きは熊本県農業共済組合が
一括して行います。詳しくは熊本県農業共済組
合菊池支所までお問い合わせください。

◆申請場所
　熊本県農業共済組合　菊池支所
　☎0968（37）3000
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◆募集する町営住宅
　※申し込みは１世帯１戸限りです。

住宅名 部屋番号 所在地 間取 面積
㎡

月額家賃
（予定）円

建設
年度 構造 学校区

光

15棟
101号 原水

846番地 ３ＤＫ 71．4 25，800~
50，700 Ｈ25 木造

１階建

菊陽北小学校
菊陽中学校

15棟
102号

古閑原

２棟
101号

原水
3509番地 ２ＤＫ 51．6 19，400~

　38，000 Ｈ29 木造
２階建

３棟
201号
３棟

202号
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農業経営収入保険の保険料を補助します
不測の事態に備えて収入保険に加入しましょう

◆収入基準
原則階層 裁量階層

収入月額 158,000円以下 214,000円以下

※裁量階層：身体障がい者や未就学児がいる場合、
全員が60歳以上の場合など

○世帯収入の算出方法
世帯収入（月額）＝（入居しようとする世帯全員の
年間総所得金額―控除額）÷12カ月

○控除額
①同居者控除（38万円）　　　
②（非同居者）扶養控除（38万円） 
③老人扶養控除（10万円）　　 
④特定扶養親族控除 (25万円） 
⑤一般障害者控除（27万円）　 
⑥特別障害者控除（40万円） 
⑦ひとり親控除（35万円以内）
⑧基礎控除（10万円以内）

問 環境生活課　☎（232）2114／菊池保健所　衛生環境課　☎0968（25）4135

　飼い主のいない猫の避妊去勢手術費用を一部
助成します。
◆助成額　手術１件につき５千円
　（応募件数には限りがあります）
◆申請期間　９月１日㈮～令和６年１月31日㈬
　（申請多数の場合は先着順）
◆手術実施期間
　助成決定の日～令和６年２月18日㈰

◆注意事項
◦事前申請が必要です。環境生活課にお問い

合わせください。
◦手術後、猫の耳の一部がＶ字状に

カットされます。（避妊去勢手術
の証）

◦猫の捕獲は申請者が行う必要があります。
（捕獲機は環境生活課で貸し出します。）

飼い主のいない猫の避妊去勢手術費用を助成します

農業者の経営努力では避けられないさまざまなリ
スクに備えるため、農業経営収入保険に加入した
農業者が支払う保険料の一部を補助します。

車道歩道
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道路を安全に通
行するため、歩
道は高さ2.5ｍ、
車道は4.5ｍの
範囲内に通行の
障害となるもの
を設けてはいけ
ません。


